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見直しませんか 支援のあり方・あなたのまち 

～安心生活を創造するための孤立防止と基盤支援～ 

１ はじめに 

○ わが国は、少子高齢化の進展により人口減少社会に突入するとともに、単

身世帯の増加や近隣関係が希薄化する中で、社会から孤立する人々が生じや

すい環境となってきている。 

 

○ これは、近年発生している孤立死の事案に象徴されている。従来は、ひと

り暮らし高齢者が孤立死することが事件としてマスコミ等に取り上げられ

たが、今日では複数人世帯の家族が同時に死亡する事件や３０代、４０代と

いった若い世代の人々が同居していながら家族が同時に孤立死する事案が

発生している。 

 

○ このように、従来の見守り活動からもれる人々や制度からもれる人々を社

会から孤立させずにいかに支援していくかが社会的課題となってきている。 

 

○ また、公的サービスの対象ではないが、軽度障害者等で消費者被害の対

象になりやすい人や身寄りが無く孤立している人など何らかの困難を抱え

ている人々が、自分の生活を組み立てることができるようにするために、

制度の狭間の支援が求められている。 

 

○ 情報提供、不安解消、早期発見、早期対応等のいわゆる見守り支援や買

い物支援（基盤支援）を活用することによって、自分の生活を自分で組み

立て続けることを可能にしていく支援が求められている。 

 

○ さらに、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等判断能力が不十分な人

等が地域生活を送っていくためには、福祉サービス等の契約に関する支援や

金銭管理、保証人の支援等権利擁護の必要性が指摘されている。 

 

○ これらの支援をワンストップで受け止める体制が求められており、総合相

談体制を構築する自治体も生まれ始めている。 

 

○ 併せて、地域福祉の推進のためには、地域福祉財源をどのように確保して

いくのかについても大きな課題である。安心生活創造事業では、地域の自主

財源を生み出す仕組みづくりに５８か所の市区町村が取り組んでいる。厚生

労働省（以下「厚労省」という。）の事業としては、このような財源を創造

するような事業の実施は過去に例があまりないのではないかと考えている。 

 

○ 本報告書では、ここまで述べてきたような問題意識を基礎として、平成 

２１～２３年度まで３年間取り組んできた安心生活創造事業の実践から見

えてきた成果について報告することとしたい。 
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２ 安心生活創造事業の概要 

（１）安心生活創造事業の三原則と考え方 

○ 安心生活創造事業は、既存の公的サービスの対象とならない状態の人

であっても、一人暮らしなどで日常的な家族のサポートが得られない世帯

等（以下「一人暮らし世帯等」という。）が地域で安心して暮らすことが

できるよう、「見守り」と「買い物支援」を生活維持の最低限の支援であ

る「基盤支援」と位置付け、次の①から③までを三原則としたモデル事業

として実施した。 

 

 
 

① 基盤支援を必要とする人々とそのニーズを把握する 

○ 安心生活創造事業は、高齢者や障害者のみならず地域から孤立する可

能性があり、定期的な基盤支援が必要な者・世帯をすべて把握すること

が必要である。 

 

○ このため、支援が必要な者・世帯について記載したマップや台帳等の

作成を通じ、行政や社会福祉協議会、民生委員・児童委員等の関係機関

が、住民の情報を共有する仕組みづくりが重要である。 

 

② 基盤支援を必要とする人がもれなくカバーされる体制をつくる 

○ ①で把握した世帯・者に対してもれなく基盤支援サービスを提供する

体制の構築が必要である。 

 
③ 安定的な地域の自主財源確保に取り組む 

○ 公費のみに依存しない体制の構築が不可欠である。 

 

○ このため、これまで主な財源であった「公費」「保険料」「利用料」

に加え、寄付や賛助会費等による地域の自主財源（「第４のポケット」）

の充実が重要である。 

 

（２）地域福祉推進市町村の取組みにおけるポイント 

① 地域福祉推進市町村の実践プロセス 

○ 地域福祉推進市町村は、市役所内に事務局体制を組織し、一部委託先

を決定して、委託先を含めた事務局体制を構築する。 
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○ 地域住民の協力を得られる状況が確保された後、改めて庁内連携体制

を構築していく必要がある。福祉部局だけでなく、コミュニティ部局や

産業振興部局等、第三原則の「地域の自主財源の確保」に取組むために

も、様々なアイデアを集め、地域活性化の視点から本事業の取り組みを

進めるためにも、庁内の他部署との連携体制は重要である。 

 

○ 地域福祉推進市町村は厚労省社会・援護局地域福祉課と協議をし、他

地域の情報を得るなど連携しながら進めていく。 

 

○ 第一原則である、もれなく対象者を把握するための調査を実施するた

め、調査内容・方法の検討、調査協力機関等への説明が必要となる。 

 

○ 次に、第二原則である「もれない支援体制の構築」については、まず

新しく見守り等の活動を担う人材をどのように育成するかがテーマとな

った。老健局の「生活・介護支援サポーター」養成事業を活用できるよ

う、厚労省からも情報提供を行った。 

 

○ 第三原則である「地域の自主財源確保の仕組みづくり」は、このよう

なサービス提供の仕組みとセットで検討した市町村も多い。サービスを

利用するための利用券の支払いを商店街の商品券で行う例やポイントカ

ードを導入する例、安心できる商店の名簿を作成しその掲載する商店か

ら寄付を募る例等、様々なアイデアが取組まれた。 

 

○ これらの取組みを通して総合相談の必要性や単身者等身寄りのない

人の権利擁護、契約支援等が重要な課題として顕在化した。３年間のモ

デル事業を通して、総合相談体制の確立や法人後見等権利擁護の取組み

が進展した市町村もあった。 

 

② 対象者のもれない把握に向けた取組み 

○ 住民自治組織のメンバーが主体となって生活実態調査を実施。調査か

ら戸別訪問を希望された方の自宅を専門職（社会福祉士）が訪問する。  

 

○ 福祉介護調査と健康調査による全戸調査を実施して把握した要援護

者の個人情報を、関係機関（行政・社会福祉協議会・地域包括支援セン

ター）で共有する。  

 

○ 行政と社協が協力してタウンミーティングを行い、自治会に支えあい

活動の必要性を説明。その結果、自治会において要援護者やその支援者

の家が記載された地図を作成する。 
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③ 基盤支援の体制づくり 

○ 自治会長や民生委員などで見守りチームを構成するとともに、住民ボ

ランティアの他、新聞配達員、郵便配達員、水道メーター検針員、乳酸

菌飲料販売員等と連携し、新聞や郵便物がたまっている等の異常があれ

ば通報し、安否確認を行う仕組みを創設する。  

 

○ 商店街や商工組合、地元企業、大学との連携・協力や若者の協力など、

地域人材を有効に活用し、「見守り」や「買い物支援」等を充実する取

組をする。 

 

○ 団地の自治会・民生委員を中心にＮＰＯ法人を設立し、支援が必要な

一人暮らし世帯等に対する見守りや買い物支援を実施する。  

 

○ 住民ボランティアに対して一定の研修を行い、一人暮らし高齢者等に

対する定期訪問やサービス紹介等を行う。 

 

④ 地域の自主財源の創出の仕組みづくり 

○ 農家や福祉作業所等と連携し、地域の特産品を活用した製品を製造。

売り上げの一部を事業費に充てる。  

 

○ 商工会と連携し、一人暮らし高齢者等に対して訪問販売や様々な生活

支援サービスを提供する店舗を登録した電話帳を作成し、見守り対象者

に対して配布。登録者から広告料を徴収し事業費に充てる。  

 

○ 遠方に住んでいる一人暮らし高齢者の家族からの寄付やふるさと納

税を活用し、この事業費に充てる仕組みを構築する。  

 

○ 共同募金や民間事業者による寄付制度の活用、募金箱や寄付金付自動

販売機の設置等を行う。 
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３ 安心生活創造事業を実施する中で見えてきたもの 

（１） 事業の成果 

① 新たに顕在化した対象者 

○ 地縁型のつながりを希望しない人で不安を抱えている人がいる（有償

の仕組みで支援）。 

 

○ 簡単な手伝い、ゴミ出し、掃除、電球交換、買い物宅配サービス、巡

回販売等のニーズが調査で見えてきた。 

 

○ 介護サービス利用者の中にも見守りや話し相手を求めている人がい

る。 

 

○ 近隣の助け合いだけでは見守り支援が難しい過疎地域、小規模高齢化

集落がある。 

 

○ 一見すると元気に見える人でも、軽度認知症や関節痛等を抱えている

など何らかの支援が必要な人がいる。 

 

○ 家族のサポートを受けられず、助けが必要なのに「助けが必要」と言

えない人、声が届かない人がいる。 

 

○ ６５歳未満のひきこもり等社会的に孤立している人。 

 

○ もれない把握によって精神障害者の閉じこもり実態が浮き彫りとな

った。 

 

○ 若年世代と同居していても虐待が疑われるケースや家庭内に問題を

抱えている場合等、必ずしも実情を把握できていないケースの発見があ

った。 

 

○ 入院時等に発生する保証人の問題。入居時引受人等。 

 

○ 身寄りのない方の遺品等の処理や対応。 

 

② もれない把握システム確立 

○ 各種利用者情報の突合等、もれない把握システムの確立を目指してい

る。 

 

○ 「もれなく」把握する、という言葉は今までの取組の考え方を大きく

変える意味がある。これからの新しい地域福祉の活動のあり方に大きく

影響する大事な思想が込められている。 
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○ 基盤支援を必要とする人々個々のニーズを丁寧に把握するよう心が

けることで、住民の「気づく力」が向上した。 

 

③ 新しい公共の観点（見守り協定や連携） 

○ 新しい支援体制の構築の重要性が見えてきた。 

 

○ 新しい担い手や、コミュニティソーシャルワーカー（地域福祉コーデ

ィネーター）の確保の重要性が見えてきた。 

 

○ 自治会、民生委員、住民ボランティアの他、新聞配達員、郵便配達員、

水道メーター検診員等を活用し、日中もカーテンが閉まっている等の普

段と違う状況が合った場合、公的機関に通報するなど、見守り協定や連

携をしている例もあり、有効に機能している。 

 

④ 総合相談窓口開始自治体が増加 

○ 総合相談、ワンストップサービスに取り組む自治体が増えてきた。 

 

○ そのためには広い視野と実行力を備えたマンパワーが必要になるこ

とが明確になった。 

 

○ 行政の人事管理面によるところも大きく、専門性が身につくために必

要な従事期間（異動間隔）の確保や、属人的な支援体制に頼らない組織

的なシステムの構築に取り組んでいる自治体が出てきた。 

 

⑤ 地域の自主財源づくりに取り組む自治体が増加 

○ コミュニティビジネスや「地域福祉応援グッズ」を開発しその売り上

げの一部を活用する。 

 

○ ふるさと納税の一部を同事業に活用する。 

 

○ 単身高齢者等の安心を支える仕組みと遺贈との関係ができてきたと

ころもある。 

 

⑥ 過疎・小規模高齢化地域での取組み 

○ 本事業を通して地域に入っていけるようになり、これまで把握できな

かった地域の課題を把握できるようになった。 

 

○ 親を残している市外の子ども等に写真や近況を連絡する会員制度を

創設。子どもたちも支援のネットワークに入れていく取組み。 

 

⑦ 都市コミュニティ再生・集合住宅型地域の取組み 

○ 地域との繋がりを拒否していた方を把握し、地域福祉活動とリンクす

ることにより新たな繋がりを構築した。 
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○ モデル地区において実施した見守りを行う福祉協力員の再配置（50 世

帯に 1 人配置）とリーダー（民生委員などに依頼）の決定が、成功例とな

り全市的な波及効果をもたらしている。 

 

⑧ 福祉以外の分野との連携 

○ 総務省、国土交通省、経済産業省等の所管する福祉以外の制度や補助

金を活用するため、市町村内の他部局間で連携した取り組みができた。 

 

○ 高齢者アンケートで要望の多かった「コミュニティバス」の運行が開

始され、順調に運営できている。 

 

（２）課題 

① 新しい支援体制の構築・担い手の確保（コミュニティソーシャルワー

カー（地域福祉コーディネーター）の活躍） 

○ 総合相談、ワンストップサービスを実施するためには幅広い視点を持

ち実行力のある人が必要である。 

 

○ 行政組織の人事異動により専門職が育ちにくい。 

 

○ 属人的な支援体制は、人事異動によってそのネットワークやノウハウ

が失われがち。そのため、組織的に機能するような支援体制の構築が求

められる。 

 

② 安定的な地域の自主財源の確保 

○ 様々な取組が行われているが、十分な財源確保には至っていない。 

 

○ その対応策の一つとして、共同募金の「地域テーマ募金」「社会問題

解決プロジェクト」等、住民に対する地域課題のアピールによる寄附文

化の土壌作りが必要となる。 

 

③ サービスの有償・無償、そしてその線引きの問題 

○ 財源確保の一貫として、サービスを受ける人が一定額負担するという

概念も必要なのではないか。 

 

○ 有償サービスにすることでのメリット、デメリットもあるので注意が

必要である。 

 

④ 基盤支援、見守り、買い物支援等 

○ 見守りの方法、姿勢によって、利用者の受けとめ方も異なる。 

 

○ 支援する側やされる側双方の自覚も必要になる。 
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○ 住み慣れた場所で生活し続けるため、買い物支援等の日常的な支援が

必要になる。 

 

⑤ 個人情報の共有の問題 

○ 個人情報に対する過剰な保護意識による困難さが存在する。 

 

○ 守秘義務を持つ人と持たない人との連携をどうするかが重要になる。 

 

⑥ 地域福祉計画の策定 

○ 地域福祉計画未策定自治体に対して、この事業の成果を活用したアプ

ローチが重要となる。 

 

○ 定期的な評価と改定の必要性の確認が重要である。 

 

（３）期待される効果（この事業を通して見えたニーズ、生活課題） 

○ 一定エリアを見守る職員の役割。 

 

○ 社会的に孤立している（地域で支援を必要とする）人・世帯の発見及

び支援。 

 

○ 制度からもれている人々の把握と基盤支援の提供（もれない把握とも

れない支援の実践）。 

 

○ 必要とされる全ての人の基盤支援・見守り、買い物支援等の実践。 

 

○ 権利擁護体制の構築・判断能力が不十分な人々が安心して地域で暮ら

すための方策の実践と、周囲の人の理解、協力。 

 

○ 総合相談体制の構築。窓口サービスの充実、市民サービスの向上。 

 

○ 地域包括支援のネットワークと統合した総合支援体制の構築。 

 

○ 地域住民との協働による地域福祉推進体制の構築。 
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４ 提言・提案 

（１） モデル提示 

①  要援護者をもれなく把握する仕組みのシステム化 

○ 人口規模が小さく顔見知りの多い地域であっても、年齢で線を引かない「も

れなく把握する」仕組みをシステムとして構築することが重要である。 

 

○ 上記のようなシステム化には、市町村が主体的に取り組まなければ、システ

ム構築は不可能である。 

 

○ 市町村が保有している行政情報を突合し、要援護者名簿を作成・把握する。 

 

○ その際、個人情報の第三者提供等が課題となるため、各市町村の個人情報保

護条例で必要な事項を定めるとともに、各市町村の個人情報保護審査会で個人

情報の取り扱いについて、事前協議・承認を行うこと。 

 

○ 災害時要援護者名簿、介護保険情報、障害者手帳情報等を有効活用すること。 

 

○ 要援護者名簿は、民生委員児童委員や自治会等が保有している住民情報と行

政情報とを突合することで実態に近い地域住民の把握が可能となる。 

 

○ 要援護者名簿を地域実態と近いものに維持していくために、年１回程度要援

護者名簿の更新をすることが望ましい。 

 

② 要援護者をもれなく支援する体制の作り方 

○ 民生委員児童委員や自治会等これまで地域の支援を担ってきた人々を大切に

しながらも、新たな人材を養成し、これまで地域の支援を担ってきた人々と連

携しながら取組む仕組みを構築する。 

 

○ 過疎地域や中山間地等、今後１０年間で担い手の高齢化と減少が大きく影響

してくる自治体や地域コミュニティを見据え、人材育成を検討する。 

 

○ 生活・介護支援サポーターの養成課程を活用して、新たな人材を養成し、訪

問支援の担い手とする。 

 

○ 「顔の見える関係」を維持しながら、地域の見守り・買い物支援等の基盤支

援を構築する。 

 

○ 定額の有償の仕組みを導入し、要援護者にとってもサービス利用を対等な関

係で利用者として利用するしくみを構築する。 

 

○ 団地自治会等がＮＰＯ法人を取得し、地縁組織が買い物支援や孤立死防止に

取り組む。 
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③ 地域の自主財源づくりの方法 

○ 地域の特産物を地域福祉応援グッズとして商品開発し、見守り活動の象徴とし 

て販売。その金額に寄付金を上乗せし、地域福祉の自主財源とする。 

 

○ 市外に居る親族に地域や要援護者の情報を提供し、ふるさと募金やふるさと納 

税に協力してもらう。 

 

○ 地域の商工会と福祉部局が連携し、商店街の商品券やポイント制度を活用する 

等、支え合いの取組みの果実が地域に還元される仕組みを構築する。 

 

○ 寄付付きの自動販売機を設置して自主財源を確保する。 

 

○ 自治体独自の基金の創設や地域福祉基金のあり方を見直し、新たな活用方法を

検討する。 

 

○ 赤い羽根の共同募金から活動費の配分を受ける。 

 

○ 市町村単位に地域福祉財源を助成するための委員会を創設し、住民に見える地

域の財源づくりと助成を行う仕組みが必要である。 

 

（２）本事業の全国展開 

○ 地域福祉推進市町村は、新規に事業に取り組む市町村に対して、全国

会議やブロック会議、各種セミナー等の場での情報提供や視察の受け入

れ等により普及に協力するとともに、課題として残っている事項につい

ても引き続き取り組むことが重要である。 

 

（３）今後重要と考えられる取組み 

① 制度からもれる者と社会的孤立 

○ 従来、多くの自治体は「孤立死」防止対策の主な支援対象としては、

高齢者のみの世帯、高齢あるいは障害単身世帯に重点を置いた施策を実

施してきた。 

 

○ しかしながら昨今の孤立死事案を見てみると、世帯内の生計中心者

（もしくは介護者）の急逝により、その援助を受けていた方も死に至る

事案や、３０代、４０代の家族が同居しているにもかかわらず、家族全

員が死に至っている事案など、上記のような世帯に限らず発生している。 

 

○ 関係省庁においても、様々な関係機関の連携強化、情報の一元化のた

めの体制構築あるいは個人情報の取扱いに係る通知が発出されていると

ころである。 
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○ いずれにしても、社会的孤立の防止は、地域福祉の取組みにおいて

重要な課題となっており、市町村行政が中心となって取組むべき課題

である。 

 

○ しかし、市町村行政だけで解決できる課題でもない。社会との接点

を持たない、閉じこもりや引きこもりがちな人々を支援していくため

には、行政のみならず民生委員、社会福祉協議会、地域包括支援セン

ター等福祉関係者をはじめ、自治会、電力・ガス・水道や宅配業者等

民間事業者など多様な人々との連携・協働が不可欠である。 

 

○ 今後の安心生活創造事業をはじめとした地域福祉施策の推進にとっ

て、制度からもれる者を中心とした社会的孤立への対応は、最優先で

取組むべき課題であるとの認識が必要であろう。 

 

② 総合相談体制の確立 

○ 安心生活創造事業を実施してきた市町村の中には、既に総合相談体

制を構築して取組んできた地域福祉推進市町村もある。その多くが、

地域福祉計画の策定を契機として、総合相談体制を構築していること

に着目すべきである。 

 

○ 相談内容が多様化し、多問題化してきていることは、平成２０年３

月の『これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告 地域におけ

る「新たな支え合い」を求めて－住民と行政の協働による新しい福祉

－』でも指摘されているところである。 

 

○ 安心生活創造事業で「もれない把握」による要援護者を把握し、「も

れない支援体制」を確立していくためには、要援護者のニーズを縦割

りの体制でニーズを漏らすことがあっては、「もれない把握」が意味

のないものとなってしまう。 

 

○ 把握した要援護者のニーズをもれなく把握するための総合相談体制

の確立が、次の大きな課題である。 

  

○ 厚労省社会・援護局では、生活困窮者等制度からもれる者を受けと

める「生活支援戦略」について検討を行っている。これらの人々は、

多様な課題が絡み合って複雑化しており、ニーズを可視化しにくい状

況であると指摘されている。 

 

○ これらの人々のニーズを総合相談で幅広く受け止め、抱えている課

題を生活困窮者本人にもわかりやすく整理していくことが総合相談に

求められると考えている。 
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○ 次に、地域包括支援センターを総合相談体制に発展することも、市

町村の先進事例として生まれている。地域包括支援センターは、高齢

者の総合相談を行うセンターとして設置されているが、静岡県富士宮

市等が、高齢者分野を超えた総合相談体制を確立している事例として

全国的に知られている。 

 

○ 安心生活創造事業に取組んだ千葉県鴨川市では、平成２４年４月よ

り地域包括支援センターを発展させて、福祉総合相談センターとして

総合相談体制を確立した。この他にも、長野県茅野市や愛知県高浜市、

秋田県湯沢市等が総合相談体制を確立している。 

  

○ このように、総合相談体制の確立は、先進地域で進み始めている。

平成２４年度以降の安心生活創造事業では、地域福祉推進市町村の継

続内容の一つに、福祉の総合相談を位置付けたところである。今後、

さらに総合相談体制の確立に取組む市町村が増加することを期待して

いる。 

 

③ 地域福祉計画の策定 

○ 先述したように、地域福祉計画の策定は、先進地域における総合相

談体制の確立の重要な契機となっている。また、一昨年の夏のいわゆ

る「所在不明高齢者問題」や今般の「孤立死」の事案など社会的孤立

が多方面から指摘される中で、地域福祉計画の重要性が改めて注目さ

れるようになってきている。 

 

○ 昨年には、東日本大震災が発生し、災害時要援護者の把握と支援方

法の確立（確認）の必要性が再確認された。今後は、復興のための地

域福祉計画策定も求められる段階になってきている。 

 

○ 市町村地域福祉計画は、社会的孤立や災害時要援護者支援等から見

守りが必要な方々が確実に見守られている仕組み、システムが求めら

れている。安心生活創造事業で取組んできた「もれない把握」、「も

れない体制づくり」の確立は喫緊の課題となり、さらに「地域での要

援護者に係る情報の把握・共有、安否確認方法について」盛り込むこ

ととなっている地域福祉計画の重要性が再確認されているところであ

る。 

 

○ 今後は、地域福祉計画の策定を契機として、総合相談体制の確立や

社会的孤立の防止、買い物支援等ＮＰＯなどの民間事業者との連携も

進展していることから、都道府県地域福祉支援計画未策定の都道府県

と連携し策定を促すとともに、都道府県と協力しながら策定率の向上

に取組むことが重要である。 

 

 



安心生活創造事業成果報告書 概要版 
 

- 13 - 
 

④ 「介護予防・日常生活支援総合事業」との関係 

○ 平成２３年６月１５日に可決成立し、６月２２日に公布された「介

護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律

（平成２３年法律第７２号）」に基づいて、介護予防・日常生活支援

総合事業が創設された。第５期介護保険事業計画に「介護予防・日常

生活支援総合事業」を位置づけることが市町村で検討されている。 

 

○ 「この介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村の判断により、

地域支援事業において、多様なマンパワーや社会資源の活用等を図り

ながら、要支援者・二次予防事業対象者に対して、介護予防や配食・

見守り等の生活支援サービス等を総合的に提供することができる事

業」となっている。 

 

○ 安心生活創造事業は、既存の公的サービスの対象とならない状態の

人であっても、一人暮らし世帯等が地域で安心して暮らすことができ

るよう、「見守り」と「買い物支援」を生活維持の最低限の支援であ

る「基盤支援」と位置付け実施してきた。 

 

○ 今回の介護保険法の改正により介護予防・日常生活支援総合事業が

創設されたことで、安心生活創造事業の対象として考えてきた高齢者

が、新制度を利用することも考えられる。 

 

○ 従って、介護予防・日常生活支援総合事業と安心生活創造事業をど

のように地域で実践していくかは、それぞれの地域の実情に応じて、

両事業の連携の上に実施していくことが十分考えられる。 

 

○ しかし、安心生活創造事業は、高齢者の支援に限らず年齢で線を引

かないもれない把握を実施してきており、必ずしも高齢者のみの把握

を意図したものではない。障害者や６５歳未満の中年実年層等の孤立

死への対応等、地域の見守りから漏れてしまう傾向の高い人々に関す

る社会的孤立への対応をしっかりと検討していく視点が不可欠である

ことを述べておきたい。 

 

  ⑤ 安心生活に必要な契約支援・権利擁護 

○ 近年の認知症高齢者の増加は、地域で暮らしていく高齢者の判断能

力が低下していくことが想定され、福祉サービス利用援助や様々な生

活上の契約支援など権利擁護が必要となることが考えられる。 

 

○ これらは、地域生活を送る知的障害者や精神障害者も同様であり、

発達障害者や多重債務を抱える若者等も家計支援が必要とされ、生活

困窮者支援では必要不可欠な支援となっている。これまで、社会福祉

法の日常生活自立支援事業や民法の成年後見制度によって、判断能力

が不十分な者あるいは判断が困難な者等への支援が行われてきた。 
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○ また、単身世帯が増加している今日的状況の中で、地域で安心生活

を送るためには、アパート賃貸契約や入院時保証人等、契約時に保証

人を必要とするケースが増えている。 

 

○ 今般、老人福祉法が改正され、老人福祉法第３２条の２で「後見に

係る体制の整備等」が市町村の努力義務とされた。同法第３２条の 2

の 2 で都道府県も市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことの

できる人材の育成及び活用を図るために、助言その他の援助を行うよ

う努力義務とされた。 

 

○ また、障害者自立支援法も改正され、平成２４年４月１日から「成

年後見制度利用支援事業」は任意事業から必須事業に変更されている。 

 

○ 社会福祉法創設以来、都道府県及び指定都市社会福祉協議会を実施

主体に福祉サービス利用援助（事業名「日常生活自立支援事業」）を

行ってきた。 

 

○ 安心生活創造事業開始以降、法人後見を実施する社会福祉協議会が

増加傾向にある。安心生活を送るためには、このような権利擁護の支

援が必要であり、日常生活自立支援事業と併せ、成年後見制度との連

携も含めた権利擁護の取組みが求められている。 

 

  ⑥ 要援護者が社会参加・自己実現できる仕組みづくり 

○ 安心生活創造事業推進検討会では、「この要援護者が見守られるだ

けの人にならないか心配」という声が委員よりあった。 

 

○ さらに、見守る側、見守られる側となるのではなく、双方向型の支

援システムが重要であることが指摘された。Ａさんは、あるときは見

守り等の支援を受けていても、あるときは誰かを支援することもある。 

 

○ 要援護者は、支援を受けるだけではなく、何らかの取組みに社会参

加し、自己実現していくことが重要である。このように要援護者が自

己実現できる地域社会づくりの視点が不可欠である。 

 

○ そのためには、社会的な居場所づくりが重要である。この居場所づ

くりの取組みは、社会福祉協議会やＮＰＯ、自治会等がサロン活動や

宅老所、小規模多機能型サービス、共生型施設等により展開されてき

た。 

 

○ 要援護者が地域社会の中に自らの居場所を見つけ、参加し自己実現

していく地域社会づくりが今後の地域福祉の展開においても重要にな

ると考える。 
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５ おわりに 

（１）残された課題 

○ 社会的孤立の問題は、孤立死の事案をはじめ、生活困窮者対策の観点

等、制度からもれる人々をどのように把握し支援していくのかという大

きなテーマを内包している。 

 

○ 高齢者、障害者、ひとり親家庭等において制度からもれる人々がいる

とともに、自殺、虐待、ＤＶ、セクシャルマイノリティ、外国人支援等、

市町村行政の窓口では市民が相談を持ちかけにくい、あるいはどこの相

談窓口に行ったらよいかわかりにくいようなニーズへの対応も課題とな

っている。 

 

○ 今後は、人々のニーズを包括的・総合的に受け止める「総合相談」、

認知症や障害等で判断能力が不十分な人を支援する「権利擁護」等の体

制づくりが課題となろう。さらに、これらを利用する要援護者が社会に

参加し、「自己実現」するための居場所や活動の場づくりが必要となっ

てくると考える。 

 

○ さらに、これらの活動を支援していくための「財源を作り出す仕組み

づくり」についても、今後継続して検討していかなければならない課題

である。 

 

○ 安心生活創造事業は、平成２１～２３年度までのモデル事業の期間を

終え、平成２４年度からはこの成果を全国で活用していく段階となった。

最初の３年間を第１ステージとすれば、平成２４年度からは第２ステー

ジである。 

 

○ この第２ステージでは、「総合相談」、「権利擁護」、「社会的居場

所づくり」等によって、要援護者が「自己実現」できる地域社会づくり

を目指して取組むことが、今後の地域福祉の一つの方向性を示す重要な

ものではないかと考えている。 


